


３．さらに、患者が看護師等といる場合のオンライン診療（以下「D to P with N」とい

う。）の形で、巡回診療を実施する際は、巡回診療通知の記第二の二の（一）のウにおい

て規定する「各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者」は、不要として差し支え

ないが、下記の点に留意されたい。 

 ・ 看護師等が採取した検体や診断キット等について、医師が、オンライン上では、患

者の状態等について十分に必要な情報が得られていると判断できない場合には、直接

の対面診療を行うこと。 

・ 巡回診療先に赴く看護師等は巡回診療を実施する医療機関に所属することを原則と

し、鼻前庭での検査など一定の技量が必要となる検査を実施する場合には、適切に医

師の指示・指導の下で実施すること。なお、その際、新型コロナウイルス感染症に対

する感染管理（2020年 10月２日改訂国立感染症研究所）等に記載のとおり、看護師

等は感染防護具を装着すること。 

・ 初診から「D to P with N」の形で巡回診療を実施する場合、「新型コロナウイルス

感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱

いについて」（令和２年４月 10日事務連絡）の記１（１）初診からの電話や情報通信

機器を用いた診療の実施について等に則った診療を行うこと。 


